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近
世
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狭
の
無
尽
経
営
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匁
ム

U
L単の銀況hx 

は

め

に

支

甘
え

中
世
か
ら
ご
く
最
近
ま
で
、
庶
民
金
融
の
一
方
法
るゐ

J

と
し
て
無
尽
(
ま
た
は
頼
母
子
と
も
称
す
る
)
は
非
制

常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
工

そ
の
実
際
の
運
営
方
法
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
明
講

確
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
和

い
ま
幸
い
に
、
近
世
の
若
狭
に
お
い
て
組
織
・
経
営
飢

さ
れ
た
無
尽
に
関
し
て
、
全
体
像
を
示
し
て
く
れ
る
四

史
料
が
い
く
つ
か
得
ら
れ
た
の
で
、
こ
こ
に
そ
れ
ら
表

を
紹
介
し
て
、
分
析
を
試
み
た
い
と
思
う
。
和

博

泉

義

じ
泉

近
世
若
狭
の
無
尽
経
営

ま
ず
最
初
に
、
比
較
的
単
純
な
運
営
方
法
と
思
わ

た
ち
た

れ
る
事
例
と
し
て
、
大
飯
郡
高
浜
町
事
代
の
「
舘
太

正
家
文
書
」
に
残
さ
れ
た
、
「
四
拾
人
講
仕
法
御
連
名

帳一
l
)

と
題
さ
れ
る
無
尽
帳
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ

の
無
尽
は
慶
応
四
年
(
一
八
六
八
)
か
ら
経
営
さ
れ

た
も
の
で
、
以
下
で
は
「
四
拾
人
講
」
と
称
す
る
こ

と
に
し
た
い
。

こ
の
無
尽
は
、
名
前
の
通
り
に
四

O
人
の
講
衆
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
二

O
回
(
つ
ま
り
十
年
)
に
わ

た
っ
て
掛
銀
を
納
入
し
、
ま
た
落
札
銀
を
受
け
取
る

こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
第
1
表
は
、
そ
の
四
拾
人
講

の
講
元
の
立
場
か
ら
見
た
、
掛
銀
・
落
札
銀
の
収
支

状
況
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

講 元 の 収 入 講元の支出

小掛銀 掛 戻 銀 落札銀
-ーーーーー・可ーーーーー，ーーーーーーー ーーーー「ーーー-r---ー伺骨骨炉 合計 ー------可・ーーー園、ーーー

額 ;人数:小計 額:人数;小計 額 :人数:小計

1 I 25 : 40 : 1000 0: 0: 。1000 300: 2: 600 

2 23 : 38: 874 27: 2: 54 928 300: 2: 600 

3 22 : 36: 792 27: 4: 108 900 300: 2: 600 

4 21 : 34: 714 27: 6: 162 876 300: 2: 600 

5 20.5 : 32: 656 27: 8: 216 872 300: 2: 600 

6 20 :30: 600 27 : 10: 270 870 300: 2: 600 

7 19.5: 28: 546 27 : 12: 324 870 300: 2: 600 

8 19 : 26: 494 27 : 14: 378 872 300: 2: 600 

9 18.5 :， 24: 444 27 : 16: 432 876 300: 2: 600 

10 18 : 22: 396 27 : 18: 486 882 300: 2: 600 

11 17 : 20: 340 27 : 20: 540 880 300: 2: 600 

12 16 : 18: 288 27 : 22: 594 882 300: 2: 600 

13 15 : 16: 240 27 : 24: 648 888 300: 2: 600 

14 14 : 14: 196 27: 26 : 702 898 300: 2: 600 

15 12 : 12: 144 27 : 28: 756 900 300: 2: 600 

16 10 : 10: 100 27 : 30: 810 910 300: 2: 600 

17 7 8: 56 27 : 32: 864 920 300: 2: 600 

18 2.5: 6: 15 27 : 34: 918 933 300: 2: 600 

19 o 4: o I 26 : 36: 936 936 300: 2: 600 

20 o 2: o I 25 : 38: 950 950 300: 2: 600 

計 : 7895 : 10148 18043 : 12000 
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ま
ず
講
衆
が
納
め
る
べ
き
掛
銀
と
し
て
、
史
料
上

に
は
「
笑
」
掛
銀
・
「
空
L

掛
銀
の
二
種
類
の
掛
銀
が

表
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
こ
の
表
現
を

採
ら
ず
、
次
節
で
検
討
の
「
明
和
無
尽
」
の
史
料
に

見
え
る
小
掛
銀
・
掛
一
反
銀
の
用
語
を
用
い
る
こ
と
に

し
た
い
。
「
実
」
掛
銀
が
小
掛
銀
に
相
当
し
、
「
空
」

掛
銀
が
掛
戻
銀
に
相
当
す
る
。
小
掛
銀
と
は
、
落
札

銀
を
取
得
で
き
る
ま
で
の
問
、
い
わ
ば
積
み
立
て
て

い
く
掛
銀
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
掛
戻
銀
は
、
落

札
銀
を
取
得
で
き
た
者
が
、
そ
の
次
の
回
か
ら
満
会

(
最
終
回
)
ま
で
掛
け
戻
す
も
の
で
あ
る
。

四
拾
人
講
の
小
掛
銀
に
つ
い
て
第
1
表
を
見
て
み

よ
う
。
そ
の
額
は
、
第
一
回
に
二
五
匁
を
四

O
人
全

員
が
納
め
、
つ
い
で
第
二
回
に
三
八
人
(
第
一
回
に

落
札
銀
を
取
得
し
た
二
人
は
掛
戻
銀
を
納
め
る
の
で

除
外
す
る
)
が
二
三
匁
を
納
め
る
と
い
う
よ
う
に
、

額
・
人
数
と
も
に
漸
減
し
て
い
き
、
第
一
九
・
二

O

回
に
は
小
掛
銀
を
納
め
な
く
て
も
よ
い
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
設
定
の
小
掛
銀
に
よ
り
、
講
元
は

合
計
七
貢
八
九
五
匁
を
徴
収
す
る
。

次
い
で
、
落
札
銀
を
取
得
で
き
た
者
が
、
そ
の
次

回
か
ら
満
会
ま
で
支
払
う
掛
戻
銀
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
例
え
ば
第
一
一
回
に
落
札
銀
を
取
得
し
た
こ
人
の

掛
戻
銀
は
、
第
二
固
か
ら
第
一
八
固
ま
で
が
二
七
匁

ず
つ
、
第
一
九
回
に
二
六
匁
、
第
二

O
回
に
二
五
匁

を
払
い
戻
す
の
で
あ
る
。
こ
の
掛
一
戻
銀
を
支
払
う
人

数
は
、
落
札
銀
を
取
得
し
た
二
人
ず
つ
が
、
回
を
追

う
ご
と
に
増
え
て
い
く
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て

講
元
に
は
合
計
一

O
貫
一
四
八
匁
が
集
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

以
上
の
小
掛
銀
と
掛
戻
銀
の
二
項
目
の
合
計
で
、

講
元
の
収
入
は
合
計
一
八
貫
四
三
匁
と
な
る
。

次
に
議
元
の
支
出
と
し
て
の
落
札
銀
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
い
ず
れ
の
固
に
も
三

O
O匁
が
二
人
ず
つ
に

支
払
わ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
議
一
元
は
こ
の
落

札
銀
と
し
て
、
合
計
一
二
貫
目
を
支
出
す
る
の
で
あ

る
。
な
お
、
講
元
の
収
入
と
支
出
の
差
額
は
、
実
に

六
貫
四
三
匁
に
及
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
れ

が
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
か
は
、
残
念
な
が
ら
未

詳
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
講
衆
一
人
当
た
り
の
掛
銀
・
取
得
銀
に

つ
い
て
も
考
え
て
み
よ
う
。
そ
れ
を
ま
と
め
た
の
が

第
2
表
で
あ
る
。

桂卜 銀

小掛銀 掛戻銀 得取銀
ー「・ーーーーーーーー ・司、ー一「・晶司ー園、崎・ーーーーー 合 計

額 : 累計 27 : 26 : 25 :小計

1 I 25 25 17: 1: 1: 510 535 300 

2 I 23 48 16: 1: 1: 483 531 300 

3 122 70 15: 1: 1: 456 526 300 

4 I 21 91 14: 1: 1: 429 520 300 

5 120.5: 111.5 13: 1: 1: 402 513.5 300 

6 I 20 131. 5 12: 1: 1: 375 506.5 300 

7 I 19.5: 151 11: 1: 1: 348 499 300 

8 19 170 10: 1: 1: 321 491 300 

9 18.5: 188.5 9: 1: 1: 294 482.5 300 

10 18 206.5 8: 1: 1: 267 473.5 300 

11 17 223.5 7: 1: 1: 240 463.5 300 

12 16 239.5 6: 1: 1: 213 452.5 300 

13 15 254.5 5: 1: 1: 186 440.5 300 

14 14 268.5 4: 1: 1: 159 427.5 300 

15 12 280.5 3: 1: 1: 132 412.5 300 

16 10 290.5 2: 1: 1: 105 395.5 300 

17 7 297.5 1: 1: 1: 78 375.5 300 

18 2.5: 300 0: 1: 1: 51 351 300 

19 o 300 0: 0: 1: 25 325 300 

20 o 300 0: 0: 0: 。300 300 

四拾人講の講衆一人当たりの掛銀・取得銀
(銀の単位は匁)

第2表

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



ま
ず
一
人
当
た
り
の
掛
銀
で
あ
る
が
、
第
一
回
落

札
者
が
納
入
す
べ
き
掛
銀
と
し
て
は
、
第
一
回
の
小

掛
銀
が
二
五
匁
。
掛
戻
銀
は
第
二

i
一
八
回
に
二
七

匁
ず
つ
、
第
一
九
回
に
二
六
匁
、
第
二

O
固
に
二
五

匁
で
、
小
計
五
一

O
匁
。
以
上
の
二
項
目
の
合
計
は

五
三
五
匁
と
な
る
。
以
下
、
同
じ
よ
う
な
計
算
方
法

で
あ
っ
て
、
例
え
ば
第
一

O
回

落

札

者

の

掛

銀

は

、

ニ

小
掛
銀
の
第
一
回
1
第
一

O
回
の
累
計
が
二

O
六
匁
次
に
も
う
一
つ
の
無
尽
の
史
料
と
し
て
、
小
浜
市

五
分
。
掛
戻
銀
は
、
二
七
匁
を
八
回
分
、
続
い
て
二
立
図
書
館
所
蔵
「
志
水
文
書
」
に
残
さ
れ
て
い
る
、

六
匁
・
二
五
匁
を
納
め
て
、
小
計
で
二
六
七
匁
。
以
明
和
六
年
(
一
七
六
九
)
二
月
の
「
調
立
無
尽
帖
一
2
)

上
を
合
計
す
れ
ば
四
七
三
匁
五
分
と
な
る
の
で
あ
る
。
を
取
り
上
げ
よ
う
。
こ
の
史
料
は
、
本
文
冒
頭
に
「
無

さ
ら
に
、
例
え
ば
最
後
の
第
二

O
回
落
札
者
の
掛
銀
尽
仕
方
書
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
明
和
六
年
か
ら
一

は
、
小
掛
銀
累
計
三

O
O匁
だ
け
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
設
定
の
掛
銀
に
対
し
て
、
講
衆
一

人
当
た
り
の
取
得
銀
は
、
い
ず
れ
も
落
札
銀
三

O
O

匁
ず
つ
で
あ
る
。

き
て
、
こ
の
よ
う
な
設
定
で
運
営
さ
れ
た
四
拾
人

講
の
掛
銀
・
取
得
銀
の
関
係
を
、
現
在
の
金
融
機
関

の
業
務
に
対
比
し
て
考
え
る
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う

か
。
落
札
銀
を
取
得
し
た
講
衆
は
、
そ
れ
を
か
な
り

上
回
る
額
の
掛
銀
を
満
会
ま
で
掛
け
戻
し
て
い
く
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
四
拾
人
講
は
、
貸
付
業
務
の
性

格
の
み
で
運
営
さ
れ
た
無
尽
と
一
言
う
こ
と
が
で
き
る

71 

泉

近
世
若
狭
の
無
尽
経
営

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
無
尽
の
あ
り
方
と
し

て
は
、
こ
の
よ
う
に
運
営
の
早
い
時
点
で
二
足
額
の

銀
子
を
借
り
受
け
、
そ
れ
を
長
期
に
わ
た
っ
て
返
済

し
て
い
く
と
い
う
の
が
、
最
も
本
来
的
な
あ
り
か
た

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

第 3表 明和無尽の講衆とその口数

講衆 :口数| 講衆 l口数

井筒屋与市郎 7 I百足屋七兵衛 : 1 

鍵屋仁右衛門 ; 7 I木綿屋吉兵衛 ，1 

鍵屋仁左衛門 5 I吉見庄太夫 1 

朽木屋七兵衛 5 I塩屋喜兵衛 1 

柴屋三左衛門 5 I宮崎屋弥右衛門: 1 

寄屋庄次郎 4 I川島理兵衛 1 

鍵屋平兵衛 4 I朽木屋九左衛門 1 

鍵屋八兵衛 4 I柴屋長右衛門 : 1 

鍵屋八治郎 4 I近江屋治兵衛 : 1 

鍵屋喜右衛門 ; 4 I近江屋長助 1 

木綿屋孫右衛門 4 I木綿屋源兵衛 : 1 

西津屋六郎右衛門: 3 I木崎治兵衛 : 1 

吉見太左衛門 : 3 I大和屋又左衛門 1

竹屋善四郎 3 I 山田屋久兵衛 1 

樽屋孫右衛門 2 

岡田屋宇兵衛 2 

0
年
間
に
わ
た
っ
て
運
営
さ
れ
た
無
尽
の
運
営
方
法

を
ま
と
め
た
も
の
で
、
志
水
家
の
先
祖
に
当
た
る
木

綿
屋
源
兵
衛
が
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
は

木
綿
屋
源
兵
衛
が
講
元
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以

下
で
は
便
宜
的
に
、
こ
の
無
尽
を
「
明
和
無
尽
」
と

呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

こ
の
明
和
無
尽
に
は
、
合
計
三

O
人
の
商
人
と
覚

し
き
者
逮
が
参
加
し
、
そ
の
う
ち
鍵
屋
仁
左
衛
門
・

柴
屋
三
左
衛
門
の
両
人
が
世
話
役
を
勤
め
て
い
る
。

三
O
人
の
講
衆
は
そ
の
経
済
力
な
ど
に
応
じ
て
、
七

日
か
ら
一
口
ま
で
の
口
数
で
掛
銀
を
払
い
、
ま
た
そ

れ
に
応
じ
て
落
札
銀
を
取
得
し
て
い
る
。
こ
の
三

O

人
の
講
衆
と
そ
れ
ぞ
れ
の
口
数
を
ま
と
め
た
の
が
第

3
表
で
あ
る
。
口
数
は
合
計
で
八

O
口
(
史
料
上
で

は
八

O
枚
と
も
表
現
す
る
)
と
な
る
の
で
、
換
言
す

れ
ば
延
べ
八

O
人
が
参
加
し
た
と
も
言
え
る
。
以
下

の
説
明
で
は
こ
の
延
べ
人
数
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

さ
て
、
講
元
の
立
場
か
ら
見
た
明
和
無
尽
の
収
入

と
支
出
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
第
4
表
を
見
て

み
よ
、
7
。

80口合計 30人

ま
ず
収
入
で
あ
る
が
、
小
掛
銀
に
つ
い
て
は
、
第

一
回
に
一

O
O匁
、
第
二
回
に
八
五
匁
と
い
う
よ
う

に
漸
減
傾
向
を
も
っ
て
設
定
さ
れ
、
第
一
九
・
二

O
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収 入 支 出

小掛銀 掛戻銀 落札銀 小掛銀補助

合計|
ーーーー--，----，-ーーーーーー・ ー---，----，----ーーーー 合計 ーーーーー-'----T-ーーー・+守合.-ー-----r-ーー・可ーーーーーー 酒料 入用
額;人数:小計 額:人数:小計 額;人数:小計 額:人数:小計

1 1100 : 80: 8000 0: 0: 。8000 1000: 4: 4000 100 4: 400 20 20 4440 

2 1 85 : 76: 6460 55: 4: 220 6680 1000: 4: 4000 85 4: 340 26 20 4386 

3 1 80 : 72: 5760 55: 8: 440 6200 1000: 4: 4000 80 4: 320 32 20 4372 

4 1 74 : 68: 5032 55 : 12 : 660 5692 1000: 4: 4000 74 4: 296 38 20 4354 

5 1 65 : 64: 4160 55 : 16 : 880 5040 1000: 4: 4000 65 4: 260 44 20 4324 

6 1 45 : 60: 2700 55 : 20: 1100 3800 1000: 4: 4000 45 4: 180 50 20 4250 

7 1 43.5 : 56: 2436 55 : 24: 1320 3756 1000: 4: 4000 43.5: 4: 174 56 20 4250 

8 1 43 : 52: 2236 55 : 28: 1540 3776 1000: 4: 4000 43 4: 172 62 20 4254 

9 1 42 : 48: 2016 55 : 32: 1760 3776 1000: 4: 4000 42 4: 168 68 20 4256 

10 41 : 44: 1804 55 : 36: 1980 3784 1000: 4: 4000 41 4: 164 74 20 4258 

11 40 : 40: 1600 55 : 40: 2200 3800 1000: 4: 4000 40 4: 160 80 20 4260 

12 38.5 : 36: 1386 55 : 44: 2420 3806 1000: 4: 4000 38.5: 4: 154 86 20 4260 

13 37 : 32: 1184 55 : 48: 2640 3824 1000: 4: 4000 37 4: 148 92 20 4260 

14 35 : 28 : 980 55 : 52: 2860 3840 1000: 4: 4000 35 4: 140 98 20 4258 

15 32 : 24 : 768 55 : 56: 3080 3848 1000: 4: 4000 32 4: 128 104 20 4252 

16 28 : 20 : 560 55 : 60: 3300 3860 1000: 4: 4000 28 4: 112 110 20 4242 

17 22 : 16 : 352 55 : 64: 3520 3872 1000: 4: 4000 22 4: 88 116 20 4224 

18 15 : 12 : 180 55 : 68: 3740 3920 1000: 4: 4000 12 4: 48 122 20 4190 

19 。8: 0155:72: 3960 3960 1000: 4: 4000 55 4: 220 128 20 4368 

20 o 4: o 1 55 : 76: 4180 4180 1000: 4: 4000 100 4: 400 134 20 4554 

計 47614 41800 89414 80000 : 4072 1540 400 86012 

明和無尽の講元における収支状況第 4表

回
で
は
小
掛
銀
な
し
と
な
る
。
納
入
す
る
人
数
は
第

一
回
に
八

O
人
全
員
、
第
二
回
以
降
は
落
札
銀
を
取

得
し
た
四
人
ず
つ
が
減
少
し
て
い
き
、
最
後
の
第
二

O
回
に
は
四
人
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
設
定
の
小
掛

銀
で
、
講
元
は
合
計
四
七
貫
六
一
四
匁
を
徴
収
す
る

こ
と
に
な
る
。
つ
い
で
掛
一
戻
銀
は
定
額
の
五
五
匁
と

さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
講
元
は
四
一
貫
八

O
O匁
を
集

め
る
。
そ
し
て
以
上
の
小
掛
銀
・
掛
戻
銀
の
二
項
目

に
よ
り
、
講
元
に
は
合
計
八
九
貫
四
一
四
匁
が
収
入

と
な
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
講
元
の
立
場
か
ら
見
た
支
出
を
考
え
て
み

よ
う
。
ま
ず
、
闘
に
よ
り
落
札
と
決
定
し
た
者
に
落

札
銀
が
支
払
わ
れ
る
。
各
回
に
四
人
ず
つ
、
一
人
に

つ
き
一
貫
目
で
あ
る
か
ら
、
合
計
四
貫
目
ず
つ
の
支

出
と
な
り
、
無
尽
運
営
全
体
で
は
八

O
貫
目
の
支
出

で
あ
る
。
つ
い
で
各
国
の
落
札
者
と
決
ま
っ
た
者
に

対
し
て
、
そ
の
回
の
小
掛
銀
に
相
当
す
る
額
が
補
助

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
で
合
計
四
貫
七

二
匁
が
支
出
さ
れ
る
。
次
い
で
酒
料
が
必
要
と
さ
れ
、

第
一
回
落
札
者
四
人
に
対
し
て
二

O
匁
、
以
下
、
回

を
追
う
ご
と
に
漸
増
さ
れ
て
い
っ
て
、
合
計
で
は
一

貫
五
四

O
匁
が
支
出
さ
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
酒
料
は
、

す
べ
て
満
会
の
と
き
に
支
払
わ
れ
る
も
の
と
き
れ
て
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い
る
。
さ
ら
に
そ
の
他
と
し
て
、
各
回
に
二

O
匁

ず

匁

受

取

申

候

せ

つ
の
入
用
が
計
上
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
各
回
に
提
す
な
わ
ち
寛
政
二
年
十
月
に
始
ま
っ
た
第
二
次
の

供
さ
れ
る
料
理
の
費
用
に
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
無
尽
経
営
で
は
、
一
二
口
分
の
銀
を
上
納
す
る
よ
う
に

以
上
が
講
元
の
立
場
で
見
た
支
出
で
、
総
計
は
八
六
命
ぜ
ら
れ
、
そ
の
う
ち
の
一
口
は
初
回
落
札
の
際
の

貫
一
二
匁
と
な
る
。
し
か
し
最
後
に
も
う
一
つ
、
こ
一
貫
目
、
も
う
一
口
は
第
八
回
落
札
の
際
の
一
貫
目

こ
に
見
え
な
い
支
出
と
し
て
、
講
元
に
支
払
わ
れ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
残
る
一
口
に
つ
い

手
数
料
が
あ
る
。
こ
れ
が
合
計
金
二
両
、
銀
に
換
算
て
は
不
詳
)
。
そ
し
て
そ
の
命
令
主
体
と
し
て
、
右
の

し
て
一
二

O
匁
と
な
る
の
で
、
こ
れ
を
加
え
る
と
総
記
事
に
続
い
て
、
士
大
将
深
栖
典
膳
・
御
城
代
小
林

合
計
八
六
貫
二
二
二
匁
が
講
元
の
支
出
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
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と
こ
ろ
で
、
講
元
の
収
入
が
八
九
貫
四
一
四
匁
、

支
出
が
八
六
貫
一
三
二
匁
で
あ
れ
ば
、
そ
の
差
額
の

三
貫
二
八
二
匁
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
通

例
な
ら
ば
、
経
営
利
益
と
し
て
講
元
が
取
得
し
た
の

で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
明
和
無
尽
で
は
そ
う
で
は
な

か
っ
た
ら
し
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
と
全
く
同
じ

方
法
で
運
営
さ
れ
た
寛
政
二
年
(
一
七
九

O
)
の
第

二
次
の
無
尽
経
営
に
お
い
て
、
そ
の
収
支
差
額
は
次

の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
と
見
、
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

右
之
通
調
達
無
尽
、
寛
政
二
年
庚
戊
十
月
二
初
、

則
会
所
ニ
而
被
仰
付
、
御
料
理
同
所
ニ
而
被
仰
付

候
事
。
此
度
三
口
被
仰
付
候
。
初
会
落
札
一
口
当

り
銀
壱
〆
匁
受
取
申
候
。
八
番
目
壱
口
当
り
壱
〆

泉

近
世
若
狭
の
無
尽
経
営

衛
守
・
御
老
中
足
立
七
左
衛
門
な
ど
、
小
浜
藩
の
上

級
武
士
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

寛
政
二
年
の
無
尽
に
お
け
る
三
貫
目
余
の
収
支
差
額

銀
は
、
小
浜
藩
の
藩
庁
に
納
め
る
礼
銭
に
当
て
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
無
尽
が
、
小
浜
藩

公
認
の
も
4

と
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
の
も
の
で

あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
明
和
無
尽
の
場
合
も
同
様
に
、

収
支
差
額
の
三
貫
目
余
は
小
浜
藩
藩
庁
に
上
納
さ
れ

明和無尽の講衆一人当たりの掛銀・取得銀
(銀の単位は却)

控ト 銀 取得銀

小掛銀 掛戻銀 落札(小掛銀
ーーーーーーー-，-ー骨ーーー -ーー・，----，.-ーーーーー 合計

銀:補助
合計

額:累計 額:回数;小計

l 100 100 55 : 19 : 1045 1145 1000: 100 1100 

2 85 185 55 : 18: 990 1175 1000: 85 1085 

3 80 265 55 : 17: 935 1200 1000: 80 1080 

4 74 339 55 : 16: 880 1219 1000: 74 1074 

5 65 404 55 : 15: 825 1229 1000: 65 1065 

6 45 449 55 : 14: 770 1219 1000: 45 1045 

7 43.5: 492目5 55 : 13: 715 1207.5 1000: 43.5 1043.5 

8 43 535.5 55:12: 660 1195.5 1000: 43 1043 

9 42 577.5 55:11: 605 1182.5 1000: 42 1042 

10 41 618.5 55 : 10: 550 1168.5 1000: 41 1041 

11 40 658.5 55: 9: 495 1153.5 1000: 40 1040 

12 38.5: 697 55: 8: 440 1137 1000: 38.5 1038.5 

13 37 734 55: 7: 385 1119 1000: 37 1037 

14 35 769 55: 6: 330 1099 1000: 35 1035 

15 32 801 55: 5: 275 1076 1000: 32 1032 

16 28 829 55: 4: 220 1049 1000: 28 1028 

17 22 851 55: 3: 165 1016 1000: 22 1022 

18 15 866 55: 2: 110 976 1000: 12 1012 

19 o 866 55: 1: 55 921 1000: 55 1055 

20 o 866 0: 0: 01 866 1000: 100 1100 

第5表
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た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
こ
の
明
和
無
尽
に
参
加
し
た
講
衆
の
、
そ

れ
ぞ
れ
の
掛
銀
・
取
得
銀
を
見
て
み
よ
う
。
そ
れ
を

ま
と
め
た
の
が
第
5
表
で
あ
る
。

第
一
回
落
札
者
の
場
合
に
は
、
ま
ず
第
一
回
小
掛

銀
一

O
O匁
を
支
払
い
、
閥
で
落
札
銀
を
取
得
し
、

第
二
回
か
ら
満
会
ま
で
の
一
九
回
に
わ
た
っ
て
は
掛

戻
銀
五
五
匁
を
払
い
戻
し
続
け
る
。
こ
う
し
て
掛
銀

は
一
貫
一
四
五
匁
を
支
払
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
取
得
銀
は
、
落
札
銀
の
一
貫
目
と
、
小
掛
銀
補

助
の
一

O
O匁
(
小
掛
銀
補
助
と
い
う
性
格
を
考
慮

す
れ
ば
、
掛
銀
か
ら
こ
れ
を
控
除
す
る
方
法
も
あ
り

う
る
が
、
こ
こ
で
は
落
札
銀
の
額
に
繰
り
込
ん
で
計

算
し
た
)
、
合
計
一
貫
一

O
O匁
で
あ
る
。
以
下
同
様

で
あ
っ
て
、
例
え
ば
第
一

O
回
落
札
者
は
、
第
一

j

一

O
回
の
小
掛
銀
と
第
一
一

1
二
O
回
の
掛
一
民
銀
に
よ

り
合
計
一
貫
一
六
八
匁
五
分
を
納
め
、
取
得
す
る
の

は
、
落
札
銀
一
貫
目
に
小
掛
銀
補
助
四
一
匁
を
加
え

た
合
計
一
貫
四
一
匁
と
な
る
。
ま
た
第
二

O
回
落
札

者
は
、
そ
れ
ま
で
小
掛
銀
合
計
八
六
六
匁
し
か
支

払
っ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
に
対
し
て
取
得
す
る
の
は
合

計
一
貫
一

O
O匁
と
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
掛
銀
・
取
得
銀
の
設
定
に
よ
る
な

ら
ば
、
第
一
六
固
ま
で
に
落
札
銀
を
入
手
し
た
者
は
、
う
し
た
危
険
性
が
少
な
い
と
い
う
点
で
は
、
早
い
回

そ
れ
を
か
な
り
上
回
る
掛
銀
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
に
落
札
し
て
落
札
銀
を
入
手
し
て
し
ま
い
、
や
や
多

ら
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
第
一
七
回
以
後
に
落
札
し
め
の
掛
銀
を
納
入
し
た
ほ
う
が
、
む
し
ろ
得
策
で

た
者
は
、
落
札
銀
よ
り
も
少
な
い
掛
銀
で
よ
か
っ
た
あ
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
関
係
を
、
講
元
の
立
場
か
ら
、

現
在
の
金
融
機
関
の
業
務
に
対
比
し
て
表
現
す
る
な
三

ら
ば
、
第
一
六
固
ま
で
は
貸
付
業
務
、
第
一
七
回
以
次
い
で
本
節
で
は
、
そ
の
他
の
無
尽
に
関
す
る
史

降
は
預
金
業
務
に
相
当
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
料
を
眺
め
て
気
づ
い
た
こ
と
を
、
若
干
指
摘
し
て
お

と
言
、
え
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
そ
の
落
札
者
を
決
め
き
た
い
と
思
う
。

る
の
は
闘
で
あ
っ
た
か
ら
、
講
衆
の
射
幸
心
は
毎
固
ま
ず
初
め
に
、
無
尽
を
組
織
す
る
際
に
作
成
き
れ

か
な
り
煽
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
る
講
衆
の
誓
約
書
を
見
て
み
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
無
尽
に
は
重
大
な
問
題
点
が
定
申
頼
母
子
の
事

あ
っ
た
。
そ
れ
は
無
尽
が
経
営
さ
れ
て
い
く
途
中
で
、
は
か
り
わ
七
左
衛
門
殿
は
か
り
也
。
但
シ
親

解
体
あ
る
い
は
中
止
の
事
態
を
迎
え
る
こ
と
が
あ
り
取
源
次
殿

え
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
凶
作
な
ど
を
契
但
百
匁
頼
母
子
、
時
は
や
る
丁
銀
座
敷
懸
也
。
若

機
に
し
て
何
人
か
の
者
が
掛
銀
納
入
を
渋
り
始
め
れ
此
内
一
人
モ
か
け
申
候
ハ
、
、
残
九
人
と
〆
相
そ

ば
、
そ
れ
以
降
の
経
営
は
著
し
く
困
難
に
な
っ
た
こ
た
て
可
申
者
也
。
御
取
被
成
侯
衆
わ
、
拾
匁
ッ
、

と
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
中
世
に
見
ら
れ
る
御
懸
可
有
候
。
請
人
わ
組
之
衆
也
。
若
の
へ
・
と

徳
政
法
や
延
公
事
法
(
後
述
)
の
ご
と
き
法
令
が
発
く
せ
い
・
国
の
さ
わ
き
有
之
共
、
此
頼
母
子
無
相

布
さ
れ
る
事
態
と
な
れ
ば
、
無
尽
の
維
持
は
ほ
と
ん
違
、
相
そ
た
て
可
申
候
。
此
上
ヲ
背
り
く
つ
申
者

ど
不
可
能
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
無
尽
候
ハ
¥
如
何
様
に
も
御
き
う
め
い
可
被
成
候
。

解
体
の
危
険
性
は
、
当
然
遅
い
回
に
な
れ
ば
な
る
ほ
其
時
一
言
之
子
細
申
間
布
候
。
侃
而
為
後
日
之
状

ど
増
大
し
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
如
件
。
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(
×
同
)

元
和
元
年
十
月
十
五
日
五
月
同
日

宗

兵

衛

殿

弥

介

殿

(

花

押

)

権

右

衛

門

殿

幸

阿

ミ

大

夫

殿

(

略

押

)

次
郎
五
郎
大
夫
殿
(
花
押
)
孫
四
郎
殿
(
略
押
)

源
次
殿
(
花
押
)
宗
右
衛
門
殿
(
印
)

又

蔵

殿

七

左

衛

門

殿

(

花

押

一

4
)

右
の
史
料
は
、
元
和
一
元
年
こ
六
一
五
)
に
宗
兵

衛
以
下
一

O
名
の
者
が
「
百
匁
頼
母
子
」
を
組
織
す

る
た
め
に
誓
約
し
た
証
文
で
あ
る
。
こ
の
名
称
は
、

落
札
銀
が
一

O
O匁
で
あ
っ
た
こ
と
に
因
む
も
の
で

あ
ろ
う
。
文
言
に
よ
れ
ば
、
親
は
源
次
、
秤
量
担
当

は
七
左
衛
門
が
務
め
、
落
札
銀
を
取
得
で
き
た
講
衆

は
、
以
後
一

O
匁
ず
つ
を
掛
戻
銀
と
し
て
支
払
っ
て

い
く
と
記
さ
れ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
小
掛
銀
に
つ

い
て
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
史
料
で
特
に
注
目
す
べ

き
点
は
、
「
若
の
へ
・
と
く
せ
い
・
国
の
き
わ
き
有
之

共
、
此
頼
母
子
無
相
違
、
相
そ
た
て
可
申
候
」
と
規

定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
の
へ
」
と
は
延
公
事
法

と
称
さ
れ
る
法
令
で
、
納
入
が
義
務
付
け
ら
れ
た
負

担

(
l公
事
)
の
期
限
を
繰
り
延
べ
し
て
も
よ
い
と

認
め
た
も
の
で
あ
る
。
)
も
し
こ
う
し
た
内
容
の
法
令

が
発
せ
ら
れ
れ
ば
、
年
に
二
回
の
掛
銀
納
入
を
渋
る

者
が
、
必
ず
や
出
現
し
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
「
と

泉

近
世
若
狭
の
無
尽
経
営

く
せ
い
し
と
は
徳
政
法
の
こ
と
で
、
こ
れ
に
よ
り
債
右
之
頼
母
子
銀
、
協
ニ
預
り
申
所
実
正
也
。
元

務
者
の
負
債
は
減
免
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
利
四
拾
弐
匁
七
分
五
厘
ニ
而
、
春
秋
急
度
し
ゅ

掛
戻
銀
を
支
払
わ
な
く
な
る
講
衆
が
出
現
す
る
可
能
ら
い
可
仕
候
。
万
一
遅
滞
致
候
ハ
¥
請
人
占

性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
「
国
の
さ
わ
き
」
急
度
計
可
仕
候
。

と
は
、
戦
乱
や
国
替
え
と
い
っ
た
事
態
を
指
す
も
の
一
、
親
わ
き
占
御
取
被
成
候
方
、
御
壱
人
宛
加
判

と
思
わ
れ
、
こ
う
し
た
契
機
で
無
尽
が
解
体
の
事
態
証
文
ニ
相
定
申
候
。
勿
論
切
札
ニ
而
壱
厘
ニ
而

に
至
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
も
高
札
へ
落
可
申
候
。
万
一
金
銀
吹
か
へ
御
座

に
「
此
上
ヲ
背
り
く
つ
申
者
候
品
、
、
如
何
様
に
も
候
ハ
¥
文
銀
之
割
合
を
も
っ
て
、
相
懸
ケ
可

御
き
う
め
い
可
被
成
候
」
と
述
べ
て
、
こ
う
し
た
法
申
候
「
6
)

令
発
布
や
緊
急
事
態
が
生
じ
て
も
、
こ
こ
で
組
織
さ
右
は
明
和
二
年
(
一
七
六
五
)
に
北
田
烏
で
、
小

れ
た
百
匁
頼
母
子
は
決
し
て
解
体
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
松
屋
安
兵
衛
を
親
と
し
て
経
営
さ
れ
た
頼
母
子
(
無

最
後
ま
で
運
営
し
て
い
こ
う
と
誓
約
し
て
い
る
の
で
尽
)
の
元
帳
の
記
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、

あ

る

。

二

二

人

の

講

衆

で

構

成

さ

れ

る

こ

の

無

尽

で

は

、

一

次
、
い
で
、
落
札
の
手
続
き
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
人
前
三
六
匁
ず
つ
を
納
入
さ
せ
て
合
計
四
六
八
匁
が

に
述
べ
た
の
と
は
異
な
っ
た
方
法
が
取
ら
れ
る
こ
と
親
l
講
元
に
集
め
ら
れ
、
こ
れ
を
誰
が
取
得
す
る
か

も
あ
っ
た
よ
う
な
の
で
、
次
の
史
料
を
眺
め
て
お
こ
は
、
講
衆
の
入
札
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
と
見
え
て
い

う

。

る

。

そ

し

て

右

の

場

合

は

、

こ

れ

を

親

の

小

松

屋

安

兵
衛
が
落
札
し
た
の
で
あ
り
、
彼
は
以
後
、
一
回
に

つ
き
四
二
匁
七
分
五
厘
ず
つ
の
掛
戻
銀
を
返
済
し
て

い
く
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
掛
銀

の
総
額
が
い
く
ら
に
な
る
の
か
は
不
詳
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
入
札
で
落
札
者
を
決
定
す
る
方
法
が
取
ら

れ
る
場
合
に
は
、
落
札
銀
を
速
や
か
に
入
手
し
た
い

一
、
銀
高
四
百
六
拾
八
匁
也

壱
人
前

親
小
松
屋安

兵
衛
(
印
)

拾
六
匁
宛

請
人

白
井
久
右
衛
門
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者
は
、
高
い
額
を
記
入
す
れ
ば
落
札
で
き
、
逆
に
当

面
必
要
と
し
な
い
者
は
、
落
札
を
先
に
伸
ば
せ
ば
よ

い
。
運
営
を
続
け
て
い
く
う
ち
に
や
が
て
、
四
六
八

匁
に
上
乗
せ
さ
れ
た
分
が
運
営
利
益
と
し
て
講
元
に

集
積
さ
れ
て
く
る
か
ら
、
こ
れ
は
落
札
時
期
の
遅
い

者
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
結
果
と
し
て
、
時

期
の
遅
れ
る
者
は
、
よ
り
少
な
い
掛
銀
で
落
札
銀
四

六
八
匁
が
取
得
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

闘
に
当
た
っ
て
落
札
銀
を
取
得
で
き
る
こ
と
に

な
っ
た
講
衆
は
、
そ
の
請
取
と
し
て
借
用
証
文
を
作

成
し
た
。
右
に
検
討
し
た
小
松
屋
安
兵
衛
の
元
帳
の

前
半
の
記
事
も
、
そ
の
証
文
を
写
じ
取
っ
た
も
の
で

あ
る
。
「
妙
楽
寺
文
書
け
)
に
は
、
こ
の
よ
う
な
無
尽
運

営
の
過
程
で
作
成
さ
れ
た
、
一
連
の
借
用
証
文
が
残

さ
れ
て
い
る
の
で
、
第
6
表
に
ま
と
め
て
見
て
み
る

こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
表
を
眺
め
て
直
ち
に
分
か
る
こ
と
は
、
落
札

銀
が
六
三

O
匁
で
あ
っ
た
こ
と
、
掛
一
戻
銀
が
三
三
匁

ず
つ
で
あ
っ
た
こ
と
、
落
札
銀
を
二
人
で
(
半
日
分

ず
つ
)
取
得
す
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
、
取
得
に
当

た
っ
て
は
質
物
を
提
供
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た

こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
小
掛
銀
の
設

定
方
法
や
運
営
の
期
間
、
講
衆
の
人
数
な
ど
に
つ
い

「妙楽寺文書」に見える無尽銀借用証文

年月 借り主 借用銀 掛け戻し 質物 文書番号

1 安政6(1859)未・ 12 徳左衛門 630匁 申6月より 33匁ずつ 記載なし 108 

2 安政6(1859)未.12 孫兵衛 630匁 申6月より 33匁ずつ 回 lケ所 109 

3 安政7(1860)申・ 12 彦左衛門 630匁 酉6月より33匁ずつ 回 1ケ所 111 

4 万延元 (1860)申・ 12 勘左衛門 630匁 百6月より 33匁ずつ 記載なし 110 

5 文久元 (1861)酉・ 6 長左衛門 630匁 酉12月より 33匁ずつ 田畑 2ケ所 112 

6 文久万 (1861)酉・ 6 重右衛門 630匁 酉12月より33匁ずつ 回畑 2ケ所 113 

7 文久 2(1862)戊.6 弥左衛門 630匁 成12月より33匁ずつ 記載なし 114 

8 文久2(1862)戊.12 喜三右衛門 630匁 亥6月より 33匁ずつ 記載なし 115 

権兵衛 315匁 亥6月より 16.5匁ずつ 記載なし
9 文久 2(1862)戊・ 12 116 

清右衛門 315匁 亥6月より 16.5匁ずつ 記載なし

10 文久3(1863)亥・ 12 与助 315匁 子7月より 16.5匁ずつ 記載なし 117 

第 6表

て
は
不
明
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
落
札
者
が
入
手
し
た
落
札
銀
に
つ
い

て
は
、
さ
ら
に
第
三
者
に
転
貸
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た。

借
用
申
銀
子
之
事

一
、
合
五
百
匁
ハ
。

右
之
銀
子
、
私
共
無
尽
銀
、
貴
家
様
落
札
之
処
、

借
用
申
所
実
正
也
。
尤
返
済
之
儀
ハ
、
右
無
尽
満

会
之
節
、
御
返
済
可
仕
候
。
右
質
物
ニ
ハ
、
無
尽

質
入
之
品
弐
ケ
所
書
入
申
候
問
、
右
銀
子
不
将
之

節
ハ
、
右
質
物
捌
、
少
も
御
難
題
相
掛
ケ
申
間
敷

候
。
為
後
日
親
類
村
役
人
加
判
、
例
市
如
件
。

借
主
小
川
浦

三
郎
左
衛
門
(
印
)

請
人
親
類

神
子

文
久
二
戊
六
月
日

甚
四
郎
(
印
)

村

庄
屋

彦
兵
衛
(
印
)

セ

姫

付

、

8
〕

山
下
善
右
衛
門
殿

こ
の
文
久
二
年
(
一
八
六
二
)
の
借
用
証
文
に
よ

る
と
、
三
郎
左
衛
門
が
借
用
し
た
五

O
O匁
は
、
も

と
は
山
下
善
右
衛
門
が
落
札
し
た
無
尽
銀
で
あ
っ
た
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と
見
、
え
て
い
る
。
指
し
当
た
っ
て
こ
の
銀
子
を
必
要

と
し
な
か
っ
た
山
下
善
右
衛
門
は
、
二
一
郎
左
衛
門
の

申
し
入
れ
に
よ
り
こ
れ
を
貸
す
こ
と
と
し
た
の
で
あ

ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
に
無
尽
銀
を
新
た
な
第
三
者
に

貸
す
と
い
う
関
係
は
、
無
尽
の
経
営
に
お
い
て
は
か

な
り
一
般
的
に
見
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

マ
令
。

最
後
に
、
落
札
銀
を
取
得
し
た
際
に
、
質
物
(
担

保
)
と
し
て
提
供
さ
れ
る
土
地
に
つ
い
て
の
史
料
を

眺
め
て
み
よ
う
。

買

申

田

地

之

覚

前

野

次

郎

太

夫

(

印

)

(
中
略
)

高
森
下

一

、

田

壱

ケ

所

五

郎

右

衛

門

分

分
米
弐
石
三
斗
弐
升
之
所

代
弐
百
弐
拾
五
匁

又
百
三
拾
目

合
三
百
五
拾
五
匁
ニ
永
代
買
申
候
。

右
ハ
本
物
か
へ
し
ニ
仕
候
。
此
外
ニ
た
の
も
し
、

く
わ
、
り
申
候
。
か
け
銀
不
足
候
へ
ハ
、
永
代
な

が
れ
申
は
つ
ニ
て
候
。

F

寛
文
拾
一
年
亥
ノ
二
月
十
八
日

77 

右
に
引
用
し
た
の
は
、
前
野
次
郎
太
夫
が
記
し
た

泉

近
世
若
狭
の
無
尽
経
営

買
得
団
地
に
関
す
る
覚
え
の
一
節
で
あ
る
が
、
こ
れ

に
よ
る
と
、
寛
文
一
一
年
ご
六
七
ご
に
前
野
次

郎
太
夫
は
五
郎
右
衛
門
か
ら
、
高
森
下
に
所
在
す
る

田
地
一
ケ
所
を
代
銀
二
二
五
匁
で
本
物
返
し
(
代
銀

を
返
却
す
れ
ば
直
ち
に
団
地
が
返
還
さ
れ
る
特
約
付

き
の
売
買
契
約
で
、
田
地
の
占
有
権
は
買
得
者
に
移

動
す
る
)
の
契
約
で
購
入
し
て
い
る
。
そ
し
て
五
郎

右
衛
門
は
、
さ
ら
に
こ
の
田
地
を
頼
母
子
の
質
物
と

し
て
も
提
供
じ
た
よ
う
で
、
五
郎
右
衛
門
の
掛
銀
が

不
足
す
る
事
態
に
至
れ
ば
、
こ
の
団
地
は
流
れ
る
と

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
こ
の
田
地
の
質
物
と

し
て
の
担
保
能
力
は
、
永
代
売
却
代
銀
三
五
五
匁
(
注

記
に
見
え
る
ご
と
く
に
、
こ
の
岡
地
は
後
に
前
野
次

郎
太
夫
に
永
代
売
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
)
か
ら
本

物
返
し
売
却
代
銀
二
二
五
匁
分
を
除
外
し
た
、
残
り

の
代
銀
一
三

O
匁
分
だ
け
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
は
無
尽
の
落
札
銀
の
額
が
一
一
二

O
匁
以
下

で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
ラ
。
し
か
る
に
そ

の
後
、
五
郎
右
衛
門
は
無
尽
掛
銀
に
不
足
を
来
し
た

よ
う
で
、
質
物
と
し
て
の
こ
の
団
地
が
講
元
に
流
れ

る
事
態
と
な
っ
た
か
、
も
し
く
は
掛
銀
調
達
の
た
め

に
五
郎
右
衛
門
か
ら
永
代
売
却
し
た
い
旨
の
申
し
入

れ
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
前
野
次
郎
太

夫
は
、
差
額
の
一
三

O
匁
を
五
郎
右
衛
門
に
支
払
っ

て
、
こ
の
団
地
を
永
代
買
得
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

史
料
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
土
地
の
旧
所
有
者
の
五

郎
右
衛
門
の
手
元
に
お
い
て
、
金
銭
の
出
入
り
が
相

当
に
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
っ
て
、
こ
の

こ
と
か
ら
当
時
の
土
地
所
有
権
は
、
我
々
が
想
像
す

る
以
上
に
激
し
く
移
動
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い

カ

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
の
検
討
で
明
ら
か
に
な
っ
た
点
を
、
最

後
に
簡
単
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

無
尽
を
運
営
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
通
常
は
講
衆

(
組
衆
と
も
称
す
)
全
員
に
よ
る
誓
約
書
が
作
成
さ

れ
、
い
か
な
る
事
態
が
生
じ
よ
う
と
も
無
尽
の
維
持

を
最
優
先
に
す
る
と
誓
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
無

尽
を
解
体
に
追
込
む
も
の
と
し
て
は
、
領
主
に
よ
り

発
布
さ
れ
る
徳
政
法
や
延
公
事
法
な
ど
の
作
用
が
ま

ず
考
え
ら
れ
、
こ
う
し
た
法
令
を
根
拠
に
講
衆
の
一

部
が
掛
銀
を
出
し
渋
る
事
態
と
な
れ
ば
、
無
尽
は
容

易
に
解
体
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
戦
乱

や
国
替
え
と
い
っ
た
非
常
事
態
も
無
尽
解
体
の
契
機

と
な
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



若
越
郷
土
研
究

第
三
十
五
巻
五
号

78 

次
に
無
尽
の
具
体
的
な
運
営
方
法
で
あ
る
が
、
講

衆
は
一
年
に
二
回
ず
つ
親
(
講
元
と
も
会
元
と
も
称

す
)
に
掛
銀
を
納
め
、
ま
た
そ
の
都
度
、
閣
も
し
く

は
入
札
に
よ
っ
て
、
落
札
銀
の
取
得
者
を
決
め
た
。

掛
銀
の
種
類
は
、
落
札
銀
を
取
得
す
る
ま
で
納
め
る

小
掛
銀
(
第
一
回
に
納
め
る
小
掛
銀
が
最
も
多
額
で
、

回
を
追
う
ご
と
に
少
額
に
な
っ
て
い
く
の
が
通
例
)

と
、
落
札
銀
を
取
得
し
て
以
後
に
納
め
る
掛
戻
銀
(
額

は
一
定
で
あ
る
の
が
通
例
)
と
が
あ
っ
た
。
親
は
納

入
さ
せ
た
掛
銀
の
う
ち
か
ら
、
ま
ず
落
札
銀
を
落
札

者
に
手
渡
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
小
掛
銀
の
補
助
な

ど
を
出
し
、
そ
し
て
回
毎
に
酒
肴
を
用
意
し
て
講
衆

に
提
供
し
た
。
な
お
落
札
銀
を
取
得
し
た
落
札
者
か

ら
は
、
そ
れ
以
後
の
掛
戻
銀
を
確
実
に
納
入
さ
せ
る

た
め
に
、
質
物
(
担
保
)
と
し
て
土
地
を
提
供
さ
せ

る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。

無
尽
に
参
加
す
る
講
衆
の
立
場
か
ら
、
掛
銀
と
取

得
銀
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
四
拾
人
講
の
場

合
に
は
、
ど
の
講
衆
の
掛
銀
も
、
す
べ
て
落
札
銀
よ

り
多
額
に
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
、
現
在
の
金
融
機

関
の
貸
付
業
務
に
相
当
す
る
機
能
だ
け
を
持
っ
た
無

尽
と
言
え
よ
う
。
し
か
る
に
明
和
無
尽
の
場
合
に
は
、

早
い
回
の
落
札
者
に
と
っ
て
は
掛
銀
が
落
札
銀
よ
り

も
多
額
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
貸
付
業
務
に
相
当
す

る
機
能
を
持
ち
、
遅
い
回
(
第
一
七
回
以
降
)
の
落

札
者
に
と
っ
て
は
、
掛
銀
よ
り
も
落
札
銀
の
方
が
多

額
に
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
、
預
金
業
務
の
機
能
と

一
一
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
無
尽
は
遅
い
固
に
な

る
ほ
ど
解
体
の
危
険
性
が
高
く
な
る
の
で
、
早
い
回

に
落
札
銀
を
取
得
し
て
、
や
や
多
額
の
掛
銀
を
支

払
っ
た
方
が
、
確
実
性
の
点
で
は
勝
っ
て
い
た
と
言

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
無
尽
を
組
織
す
る
目
的
に
つ
い
て
で
あ

る
が
、
ひ
と
つ
に
は
多
額
の
銀
子
(
そ
れ
が
何
に
用

い
ら
れ
る
も
の
か
は
と
も
か
く
と
し
て
)
を
調
達
す

る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
こ
の
運
営
は
ま
こ
と
に
好

都
合
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
も
う
一
つ
の
目
的

と
し
て
、
講
元
の
収
支
に
生
ず
る
差
額
(
運
営
利
益
)

を
得
る
た
め
の
経
営
と
い
う
点
も
重
要
と
思
わ
れ
る
。

明
和
無
尽
が
こ
れ
に
該
当
し
て
お
り
、
得
ら
れ
た
運

営
利
益
は
小
浜
藩
藩
庁
に
上
納
さ
れ
て
い
て
、
小
浜

商
人
の
特
権
と
便
宜
の
擁
護
に
役
立
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
考
、
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

1 

、王
「
四
拾
人
講
仕
法
御
連
名
帳
」
(
「
舘
太
正
家
文

2 
書
」
)
。
な
お
「
舘
太
正
家
文
書
」
に
つ
い
て
は
、

福
井
県
総
務
部
県
史
編
纂
謀
が
収
集
さ
れ
た
同
家

文
書
の
写
真
版
を
利
用
さ
せ
て
頂
い
た
。

「
調
立
無
尽
帖
」
(
「
志
水
文
書
L

第
二
号
|
『
小

浜
市
史
』
諸
家
文
書
編
ご
。

同
右
史
料
。

京
都
大
学
園
史
研
究
室
所
蔵
「
秦
文
書
」
(
『
小

浜
市
史
』
諸
家
文
書
編
三
、
中
世
文
書
、
第
一
二

四
号
)
。

拙
稿
「
戦
国
期
若
狭
の
延
公
事
法
L

(

『
若
越
郷

土
研
究
』
第
三
十
四
巻
五
号
)
。

「
川
越
政
雄
文
書
L

(

『
小
浜
市
史
』
諸
家
文
書

編
三
、
近
世
文
書
一
二
金
融
・
貸
借
、
第
二
四

号)。
「
妙
楽
寺
文
書
」
(
『
小
浜
市
史
』
社
寺
文
書

編)。
「
山
下
善
嗣
文
書
」
(
『
小
浜
市
史
』
諸
家
文
書

編
三
、
近
世
文
書
一
二
金
融
・
貸
借
、
第
八
二

号)。
「
前
野
成
治
文
書
L

第
三
二
号
(
『
小
浜
市
史
』

諸
家
文
書
編
四
)
。
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